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学
校
給
食
の
指
針
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
見
守
り
支
援
す
る
た

め
、
同
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

 

市
内
在
住
・
在
勤
で
、
令
和
４

年
４
月
１
日
現
在　

歳
以
上
の
方

１８

 

１
人
（
選
考
）

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
５
年
３
月

　

日
３１■

申
込
書
配
布
場
所
等
７
月　

日
１５

か
ら
、学
務
課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基

準
・
方
法
、
開
催
回
数
等
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

 

７
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

２９

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直
接
、

申
込
書
と
小
論
文
（　

字
以
内
・

８００

課
題
＝
「
学
校
給
食
の
質
の
維
持

向
上
に
つ
い
て
」
）
を
学
務
課
保

健
給
食
係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住

１８４

所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
７
階

☎　

儿　

儿
９
８
７
４ 
　

儿　

０４２

３８７

０４２

３８３

儿
１
１
３
３
）
へ

 　

平
成　

年
８
月
１
日
に
初
め
て

２９

発
行
し
た
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド

（
小
金
井
桜
）を
再
配
布
し
ま
す
。

※
事
前
予
約
や
郵
送
は
で
き
ま
せ

ん■
配
布
再
開
日
７
月　

日
（
水
）

２０

 

月
曜
～
金
曜
日
＝
下
水
道
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
、
土

曜
・
日
曜
・
祝
日
＝
商
工
会
館
１
階

受
付
※
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午

小
金
井
み
ん
な
の
給
食
委
員
会

委
員
募
集

対定他申

FAX

マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
再
配
布

所

後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
除
く
）

■
配
布
枚
数
１
人
１
枚
（
配
布
枚

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
）

 

下
水
道
課
業
務
設
備
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
８
）

３８７

  
■
募
集
戸
数
４
戸

■
住
宅
名
①
コ
ン
フ
ォ
ー
ル
貫
井

（
貫
井
南
町
５
儿　

儿　

）
＝
１

２１

１２

Ｄ
Ｋ
１
戸
（　

・
６
平
方
㍍
。
１

３０

階
。
単
身
世
帯
向
け
）
②
グ
リ
ー

ン
タ
ウ
ン
小
金
井
（
緑
町
４
儿　
１２

儿　

）
＝
１
Ｄ
Ｋ
２
戸
（　

・　

１６

３８

４５

平
方
㍍
。
２
階
、
３
階
。
単
身
世

帯
向
け
）
③
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
グ
リ

ー
ン
（
緑
町
３
儿
９
儿
８
）
＝
１

Ｄ
Ｋ
１
戸
（　

平
方
㍍
。
２
階
。

２８

単
身
世
帯
向
け
）

■
家
賃
①
１
万
５
千　

円
～
３
万

７００

　

円
②
２
万　

円
～
４
万
円
（
別

８００

４００

途
共
益
費
６
千　

円
）
③
１
万
３

４００

千　

円
～
２
万
７
千　

円

８００

２００

■
入
居
予
定
日　

月
上
旬

１０

■
申
込
資
格
次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

❶　

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の

６５
単
身
世
帯
で
、
市
内
に
引
き
続
き

３
年
以
上
居
住
し
て
い
る
方（
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

❷
自
立
し
て
い
る
方
で
次
の
い
ず

れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
代
替
え
の

住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な

方
▽
１
年
以
内
に
立
ち
退
く
よ
う

に
求
め
ら
れ
て
い
る
▽
住
宅
の
老

朽
化
や
、
浴
室
が
な
い
な
ど
に
よ

り
、
安
全
や
衛
生
上
の
問
題
が
あ

る
▽
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
）

で
、
現
住
居
で
の
生
活
が
困
難
で

あ
る
▽
家
賃
が
収
入
月
額
（
年
間

問高
齢
者
住
宅
入
居
者
募
集

〈
保
険
証
の
更
新
〉

　

８
月
１
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ

く
保
険
証
（
藤
色
）
は
、
簡
易
書

留
で
７
月
中
旬
以
降
に
送
付
し
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限

は
、　

月
か
ら
の
窓
口
２
割
負
担

１０

の
導
入
に
伴
い
、
９
月　

日
で

３０

す
。　

月
以
降
お
使
い
い
た
だ
く

１０

保
険
証
は
、
９
月
中
旬
以
降
に
送

付
す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
保
険
証
の
更
新
に
あ
た

り
、
令
和
３
年
１
月
～　

月
の
所

１２

得
（
令
和
４
年
度
住
民
税
課
税
所

得
）
を
基
に
負
担
区
分
を
再
判
定

し
て
い
ま
す
。

【
８
月
１
日
～
９
月　

日
ま
で
の

３０

負
担
割
合
に
つ
い
て
】

▽
３
割
負
担
＝
同
じ
世
帯
の
被
保

険
者
の
中
に
住
民
税
課
税
所
得
が

　

万
円
以
上
の
方
が
い
る
場
合

１４５▽
１
割
負
担
＝
同
じ
世
帯
の
被
保

険
者
全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が

い
ず
れ
も　

万
円
未
満
の
場
合

１４５

※　

月
１
日
以
降
の
負
担
割
合
の

１０
判
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
封
の

案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

【
３
割
負
担
の
対
象
外
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
】

　

住
民
税
課
税
所
得
が　

万
円
以

１４５

上
で
も
、
以
下
に
該
当
す
る
場
合

は
３
割
負
担
の
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

▽
昭
和　

年
１
月
２
日
以
降
生
ま

２０

れ
の
被
保
険
者
お
よ
び
同
じ
世
帯

の
被
保
険
者
の
、
賦
課
の
も
と
と

な
る
所
得
金
額
の
合
計
額
が　

万
２１０

円
以
下
の
場
合
（
申
請
不
要
）

▽
令
和
３
年
１
月
～　

月
ま
で
の

１２

収
入
額
が
、
１
人
世
帯
で　

万
円

３８３

未
満
の
場
合
、
ま
た
は
本
人
お
よ

び
同
一
世
帯
の
被
保
険
者
（
被
保

険
者
で
な
い　

～　

歳
の
方
を
含

７０

７４

む
）
の
方
の
収
入
額
合
計
が　

万
５２０

円
未
満
の
場
合
※
今
年
度
よ
り
申

請
不
要
（
収
入
額
等
確
認
で
き
な

い
場
合
の
み
申
請
書
を
送
付
）

〈
減
額
認
定
証
・
限
度
額
適
用
認

定
証
の
更
新
〉

【
①
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

へ
】

　

被
保
険
者
で
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
、
入

院
時
の
食
事
代
や
保
険
適
用
の
負

担
が
減
額
さ
れ
る
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
交
付

し
ま
す
。

【
②
自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
方

へ
】

　

同
一
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の

住
民
税
課
税
所
得
が
い
ず
れ
も　
６９０

万
円
未
満
の
方
に
は
、
申
請
に
よ

り
、
保
険
適
用
の
医
療
費
の
自
己

負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
る
限
度

額
適
用
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

們
們
◇
①
②
共
通
◇
們
們

　

有
効
期
限
は
い
ず
れ
も
令
和
５

年
７
月　

日
で
す
。
現
在
交
付
さ

３１

れ
て
い
る
方
で
条
件
に
該
当
す
る

方
は
、
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
７
月
末
ま
で
に
新

し
い
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

們
們
◇
全
項
共
通
◇
們
們

 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
４
）

３８７ 問

所
得
か
ら
控
除
を
差
し
引
い
た
額

割
る　

）
の
４
割
を
超
え
、
支
払

１２

い
に
困
窮
し
て
い
る

❸
緊
急
連
絡
先
が
あ
る
こ
と

❹
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

 

▽
す
で
に
入
居
申
込
書
を
提
出

し
て
い
る
方
も
、
手
続
き
が
必
要

で
す
。
別
途
送
付
す
る
通
知
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
▽
持
ち
家
の
方

は
、
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん

 

７
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

２９

指
定
の
申
込
用
紙
（
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を

明
記
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

６
１
）
へ

他申

in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

 新型コロナウイルス感染症対策小金井市コールセンター
（☎０４２−３１６−７６６６、聴覚に障がいがある方など＝ ０４２−
３１６−７６６７）※土曜・日曜・祝日を含む午前９時～午後５時

問

FAX

!

#

"
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■接種券 ３回目接種から５か月経過した方のうち、
渇１８～５９歳で基礎疾患を有する方等＝要発行申請（電話でコー
ルセンターへ）
渇６０歳以上の方＝３月中に３回目接種を終えた方へ７月２１日発
送。以降４回目接種対象月の前月下旬に発送
 詳細は、接種券同封の案内か、市ホームページをご覧ください

対

他

新新型型ココロロナナワワククチチンン
４４回回目目接接種種

新型コロナワクチ新型コロナワクチンン
４回目接　　　　　４回目接種種

問合先内　容ところと　き名　称

図書館本館
（☎０４２−３８３−１１３８）

図書館の運営につ
いて

図書館本館地階
集会室

７月２２日（金）
１４：００～図書館協議会

都市計画課都市計画係
（☎０４２−３８７−９８５９）

多摩部１９都市計画
住宅市街地の開発
整備の方針の変更
について　ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月２２日（金）
１４：００～都市計画審議会

保育課保育係
（☎０４２−３８７−９８４６）

公立保育園の現状
確認と保護者が求
める事業について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月２３日（土）
９：００～

公立保育園運営
協議会

ごみ対策課減量推進
係、清掃係
（☎０４２−３８７−９８５４）

３市の可燃ごみ共
同処理に伴う減量
施策等の検討につ
いて

日野市クリーン
センタープラス
チック類資源化
施設２階多目的
室（日野市石田
１−２１０−２）

７月２６日（火）
１０：００～

３市ごみ減量推
進市民会議（日
野 市・国 分 寺
市・小金井市）

下水道課業務設備係
（☎０４２−３８７−９８２８）

下水道総合計画策
定について　ほか

本町暫定庁舎１
階第１会議室

７月２６日（火）
１０：００～

公共下水道事業
審議会

生涯学習課スポーツ振
興係
（☎０４２−３８６−２４６２）

スポーツ振興施策
について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月２６日（火）
１８：００～

スポーツ推進審
議会

地域安全課防災消防係
（☎０４２−３８７−９８０７）

消防団員の改選結
果について　ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月２６日（火）
１８：３０～

消防団運営審議
会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

庁舎等複合施設建
設の設計・時期・
コストについて

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月２７日（水）
９：３０～

庁舎等建設に関
する協議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８２６）

行財政改革の推進
について

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月２７日（水）
１９：００～

行財政改革市民
会議

※感染症拡大防止のため、傍聴については事前にお問い合わせください

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆

後
期
高
齢

後
期
高
齢
者者

医
療
制
度

　
　
　

医
療
制
度
のの

お
知
ら

　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せせ


